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5-3 有機溶剤の使用 

（１）掲示 

 有機溶剤は、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、化学実験で頻繁に使用される化

学物質です。基本的に有機溶剤は揮発性が高いものが多く、有害です。その中で特に高い有害性が分か

っている有機溶剤が有機溶剤中毒予防規則で規制されています。有害性から第一種から第三種まで分類

されています。使用する場所に有機溶剤の種類と区分が掲示されていますので、自分が使用する化学物

質が規制対象かどうかを確認して使用しましょう。 

 また、有機溶剤中毒予防規則の規制対象でなくても有機溶剤は慢性毒性が強い可能性が高い化学物質

です。必ず換気の良い場所またはドラフト内で使用してください。発生する蒸気は空気よりも重いので床に

たまりやすくなっていますので、ドラフトがない場合は下方を換気するよう工夫が必要です。 

本学では下の掲示物によって化学物質が有機溶剤中毒予防規則の規制対象かが判断できるようになっ

ていますので、使用する有機溶剤に「○」をつけて、必ず掲示してください。 

 

 

図５－２ 有機溶剤の区分 

 

 また有機溶剤を取り扱う場所では、次の掲示をすることになっています。有機溶剤を使用する場合は、注

意事項を必ず読んでから使用してください。 
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図５－３ 有機溶剤等使用の注意事項 

 

（２）使用場所の制限 

 有機溶剤中毒予防規則に該当する有機溶剤は、その有害性から、原則としてドラフトなどの局所排気装

置等が設置されている場所で使用しなければなりません。やむを得ず、ドラフト等の無い場所で使用したい

場合は、一部適用除外認定を受ける必要があります。以下のフローでご確認ください。 

 


